
庁 議 案 件 ＮＯ．２ 

平成２６年７月１０日 

所管：建築都市局 ニュータウン地域再生室 

  

件  名 
泉ヶ丘駅前地域における近畿大学医学部等の設置に関する基本協定の締結につ

いて 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【経過】 

・平成 24年    近畿大学から大阪府に対し建替えに係る相談 

・平成 25年 7月 近畿大学医学部及び附属病院等の泉ヶ丘駅前地域への移転に

ついて、大阪府・近畿大学から堺市へ打診 

・平成 25年 8月～大阪府・堺市・近畿大学による会議（オブザーバーとして大

阪狭山市が参加）を開催し、移転に係る基本的事項を協議 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

【協定の締結先】 

近畿大学及び大阪府 

【協定締結の主旨】 

急速な人口減少及び高齢化が進む泉北ニュータウンの再生並びに南大阪地域の

医療機能向上などに寄与する近畿大学医学部等の設置に向けた取り組みをスタ

ートさせる契機とするため、基本協定を締結する。 

【協定書の締結日（案）】 

平成 26年 7月 16日（水） 

【協定書の内容】 

（目的） 

・堺市、大阪府、近畿大学の 3者が協力して近畿大学医学部等の設置にかかる

事業を推進する 

（設置予定区域等（予定）） 

・府営三原台第 1住宅及び田園公園等（泉ヶ丘プールを含む）の一部 

・設置に必要な用地は大阪府・堺市から近畿大学へ有償譲渡 

（設置等による地域への貢献） 

・特定機能病院として高度先進医療の提供など堺市域における市民福祉の向上 

  ・教育等様々な分野において、府・市と協力し、泉北ニュータウンを中心とし

たまちの活性化 等 

【近畿大学医学部附属病院の再編（予定）】 

（現 状）大阪狭山市：940床、堺市（栂）：440床 

（再編後）堺市（泉ヶ丘）：1000床、大阪狭山市：300床、堺市（栂）：閉院 

【今後の関連取組み】 

田園公園等（泉ヶ丘プール含む）の都市計画変更、同プールの再整備（堺市） 

府営三原台第１住宅（管理戸数 約 1,600戸）の建替え（大阪府） 

【スケジュール（予定）】 

平成 31年度 近畿大学医学部等工事着手 

平成 35年度 近畿大学医学部等オープン 

効果の想定 泉北ニュータウンの再生、南大阪地域の医療機能向上 等 

関係局との 

政 策 連 携 
健康福祉局（医療）、建設局（公園、道路等） 



 

泉ヶ丘駅前地域における近畿大学医学部等の設置に関する基本協定書（案） 

 

 

 大阪府（以下「甲」という。）、堺市（以下「乙」という。）及び学校法人近畿大学（以

下「丙」という。）は、甲及び乙が所有する用地における丙による近畿大学医学部及び附

属病院等（以下「大学等」という。）の設置について、次のとおり協定を締結する。  

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙及び丙は、信義を重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。  

 

（事業推進の目的と協力） 

第２条 甲及び乙は、丙による大学等の設置が、急速な人口減少及び高齢化が進む泉北

ニュータウンの再生、並びに高度先進医療や研究機能の充実等による南大阪地域の医

療機能向上などに寄与することから、丙の大学等の設置に協力する。 

２ 丙は、堺市南区三原台において、大学等を設置する。大学等を設置する予定の区域

については、府営三原台第１住宅及び田園公園等の一部（以下「予定区域」という。）

とし、設置に必要な用地は、甲及び乙から丙に対し有償譲渡する。 

３ 大学等の設置事業推進にあたっては、前２項及びその他諸手続き等について、甲、

乙及び丙が協議して進める。 

 

（大学等の設置等による地域への貢献） 

第３条 丙は、予定区域に大学等を設置したときは、特定機能病院として高度先進医療

の提供を始め、堺市域における市民福祉の向上に積極的に取り組み、甲及び乙はこれ

に協力する。 

２ 前項に規定するもののほか、丙は、教育等様々な分野において、甲及び乙と協力し、

泉北ニュータウンを中心とした地域におけるまちの活性化に積極的に取り組む。  

３ 丙は、予定区域へ大学等を設置した後も、引き続き南河内地域における基幹病院と

しての役割（とりわけ救急、小児、周産期医療等）を果たすとともに、地域医療の提

供、充実に積極的に取り組み、甲はこれに協力する。 

 

（協議事項） 

第４条 本協定に定める事項について疑義のあるとき、又は定めのない事項については、

甲、乙及び丙が協議して定める。 

 

 

 



 

 

 

 

本協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印の上、各

自１通を保有する。 

 

 

平成２６年７月１６日 

 

 

甲 大阪府 

住 所 大阪市中央区大手前２丁目 

 

代 表 者 大阪府知事  松 井 一 郎 

 

 

乙 堺市 

住 所 堺市堺区南瓦町３番１号 

 

代 表 者 堺市長    竹 山 修 身 

                       

 

丙 学校法人 近畿大学 

住 所 東大阪市小若江３丁目４番１号 

 

代 表 者 理事長    清 水 由 洋 

 

 



（参考図面） 

○近畿大学医学部等の設置候補地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○近畿大学医学部等再編構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


